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教員免許状更新講習 
 

2009(平成 21)年度より導入された教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力

が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って

教壇に立ち、社会の尊厳と信頼を得ることを目指すものです。 

西南女学院大学及び西南女学院大学短期大学部では、教職課程を有する大学として、本学卒

業生に対する責任並びに地域社会への貢献を果たすべきであると考え、教員免許状更新講習を

開設いたします。 

 

１．講習日程及び講習内容 

【選択領域】 教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項 

※注）受講対象者は中学校、高等学校の英語科担当の教員を中心に想定しておりますが、小学校の  

外国語活動（英語）の指導について充実を考える意欲のある小学校教員も受け入れます。 

 

各講習の開始前のスケジュールは次のとおりです。 

【受   付】 8:30 ～  8:40   【ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ】 8:45 ～  8:55 

 

※詳しくは「開設講習一覧」(P.8～P.10)をご覧ください。 

 

２．受講料 

  １講習(6 時間)あたり 6,000 円 

 

３．受講対象者  ※男女ともに受入可 

平成 22 年度に受講対象となる方は、免除対象者を除き概ね次の 2 つの条件に該当する方

です。なお、受講対象者は教育職員免許法、教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規

則等で定められておりますので、ご自身が該当するかどうかは各個人の責任においてご確認

ください。 

 

講 習 名 開催日時 時間数 主な対象者 
受入 

人数 

「連携」の視点からみた 

英語教育の今日的課題 

8月 17 日(火) 

9:00～16:10 
6 時間 

中・高教諭(英語科) 

小学校教諭 ※注） 
20 

子どもをとりまく健康問題 

と健康教育 

8月 17 日(火) 

9:00～16:10 
6 時間 養護教諭 20 

食育－食生活と健康、最近の 

食品の利点と危険性 

8月 18 日(水) 

9:00～16:10 
6 時間 全教員 20 
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生年月日 修了確認期限 受講期間 

昭和 50年 4月 2日～昭和 51年 4月 1日生まれ 

昭和 40年 4月 2日～昭和 41年 4月 1日生まれ 

昭和 30年 4月 2日～昭和 31年 4月 1日生まれ 

平成23年 3月 31日 平成 21年 4月 1日～平成23年 1月 31日 

昭和 51年 4月 2日～昭和 52年 4月 1日生まれ 

昭和 41年 4月 2日～昭和 42年 4月 1日生まれ 

昭和 31年 4月 2日～昭和 32年 4月 1日生まれ 

平成24年 3月 31日 平成 22年 2月 1日～平成24年 1月 31日 

※受講対象については文部科学省のサイトで確認することができます。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm 

 

４．福岡共同・教員免許状更新講習システム 

福岡県内の次に掲げる大学は、共同して「福岡共同・教員免許状更新講習システム」を運

用します。このシステムにより、参加全大学が開設する教員免許状更新講習の詳細情報を参

照して、受講の申し込みをしてください。また、事前アンケート、受講申込書や写真票の出

力、開設大学からの連絡用受信メールアドレスの登録、成績の照会等をしてください。 

 

「福岡共同・教員免許状更新講習システム」へは、Web ブラウザ（インターネットエクス

プローラーまたはファイアフォックス）を使用し、次の URL にアクセスしてください。 

 

【西南女学院大学教員免許状更新講習 URL】 

http://www.seinan-jo.ac.jp/univers/koushin.html 

 

【福岡共同・教員免許状更新講習システム URL】 

https://www.kuaskmenkyo.necps.jp/fukuoka/ 

 

【福岡共同・教員免許状更新講習申込システム参加大学】 

 福岡教育大学、九州大学、九州工業大学、福岡県立大学、福岡女子大学、九州産業大学、

九州女子大学、久留米工業大学、西南学院大学、西南女学院大学、筑紫女学園大学、

中村学園大学、福岡工業大学、福岡女学院大学、福岡大学、西日本工業大学、

久留米大学 

 

５．受講申し込み方法    

「福岡共同・教員免許状更新講習システム」からインターネットにより【第１次申込】を

行います。（郵送や電話等による【第１次申込】の受付は行いません。） 

申し込みの受付は先着順となります。本学では、申し込み者数が講習の定員を超えてい

る場合、申し込み時に「キャンセル待ち」を選択することができます。この場合、繰り上

げが決定した時点で連絡いたします。 

（注）キャンセル待ちの繰り上げの際には、本学卒業生を優先する場合があります。 
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【申し込み方法】 

① 「福岡共同・教員免許状更新講習システム」で受講者 ID を取得してください。 

② 受講する教員免許状更新講習を選び、申し込みを行います。【第１次申込】 

③ 「事前アンケート」に回答します。 

④ 「福岡共同・教員免許状更新講習システム」から受講申込書と写真票の様式を

プリントアウトしてください。（「事前アンケート」に回答しないと様式をプリ

ントアウトできません。） 

受講申込書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付け、所属学校長等の証明印を

取得してください。 

⑤ 【第１次申込】で登録した住所に受講料の請求書が送付されますので、コンビ

ニエンスストアで支払い、店舗印付き「払込金受領証」を受け取ってください。 

⑥ 受講申込書・店舗印付き払込金受領証のコピーを下記住所に送付してください。               

【第２次申込】 

写真票は、講習日に必ず持参してください。 

 

 

送付先  西南女学院大学 庶務課「更新講習係」 

〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀１－３－５ 

電 話 ０９３－５８３－５１３０  ＦＡＸ ０９３－５９２－４２８７ 

E-mail koushin@seinan-jo.ac.jp 

（窓口取扱時間＝平日 9:00～11:10 12:10～16:50） 

 

 

（注）封書に朱書きで「受講申込書・払込金受領証在中」と記入してください。  

【第１次申込】後、７日以内に【第２次申込】の書類が届くように郵送して

ください。 

 

 

【第１次申込期間】 

2010(平成 22)年７月 16 日(金)～７月 31 日(土) 

 

 

【本学卒業生について】 

受講申込者のうち、西南女学院大学及び西南女学院大学短期大学部（西南女学院短

期大学）出身の方は、E-mail 又は電話にて、本学庶務課「更新講習係」までご連絡

ください。 

 

■ 受講申込から履修証明書の受理までの流れについては、次項の「６．教員免許

状更新講習受講の流れ」をご覧ください。 
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◎受講料の納入について 

【第１次申込】終了後、受講料の請求書が【第１次申込】で登録した住所に郵送され

ますので、コンビニエンスストアで受講料を納入してください。その際、別途 273 円

の振込手数料が必要となります。店舗では、取扱日付印を押した「払込金受領証」が

渡されます。この「払込金受領証」のコピーが【第２次申込】に必要となります。 

 

（注）本学が開設する複数の講習を一括して申し込んだ場合、手数料の負担が  

一回分（273円）で済みます。  

 

  【第２次申込後のキャンセルについて】 

     第２次申込後にキャンセルされる方は、本学庶務課「更新講習係」までご連絡くだ

さい。キャンセル待ちの方のためにも、お早めにご連絡ください。 

なお、受講料納入後、下記表の事由等により受講できなくなった場合は、納入者か

らの請求に基づき、受講料（納入された額。振込手数料を除く。）の全額又は一部を納

入者の口座へ銀行振込により返還します。 

   

キャンセル事由等 受講料の返還額 

イ 台風等の自然現象、担当講師の急病、その他大学の

事情等により教員免許状更新講習が開催されなか

った場合 

ロ 公共交通機関の異常運行等により受講できなかっ

た場合（講習開設日から３日以内に連絡すること） 

 

 

受講料全額 

 

ハ 勤務校の業務、葬儀（二親等以内）、病気など受講

者の事情により教員免許状更新講習が受講できな

いと事前に連絡があった場合 

ニ 講習当日の急病（受講者本人の子どもを含む）等に

より、受講できなかった場合（講習開設日から３日

以内に連絡すること） 

 

受講料から、銀行振込

料・事務手数料として

1,000 円を差し引いた額 

 

ホ その他（受講開始後の早退等を含む）の事由により

受講しない場合 
返還なし 

 （注）受講できるかどうか不確実な講習の申し込みは行わないでください。また、 

【第２次申込】を完了した講習については確実に受講してください。 

 

【事前アンケートについて】 

教員免許状更新講習では、講習実施前に講習内容等に関する受講者の意向を把握

し、受講者の全体的な意向を講習内容に反映させることになっています。そのため

の事前アンケートを行いますので、受講を申し込む【第１次申込】の際に、「福岡共

同・教員免許状更新講習システム」から回答してください。事前アンケートに回答し

ないと、【第２次申込】用の受講申込書が出力できません。 

なお、この事前アンケートは、受講者の全体的な意向を把握することを目的として

実施するものであり、個々の受講者の意向全てを講習内容等に直接反映することを目

的としたものではありません。 
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６．教員免許状更新講習受講の流れ 

 

 
 

受講者 ID 取得 
システム上で氏名・住所・生年月日等を登録してください。 
受講者 ID 及びパスワードがメールで送信されます。 
この受講者 ID は、共同システムに参加している他の大学でも利用するこ 
とができます。 

【第１次申込】 
受講したい講習を選択し、申し込みを行います。 
本学では、定員を超えている場合「キャンセル待ち」を選択することがで 
きます。 

事前アンケート回答 申し込んだ講習ごとにシステム上で事前アンケートに回答します。 
回答を行わないと、【第２次申込】用の様式をプリントアウトできません。 

受講申込書・写真票作成 受講申込書と写真票の様式を印刷し、必要事項を記入します。 

受講料請求書の送付 
受講料の請求書が郵送されます。 

受講料支払い コンビニエンスストアで受講料の支払いを行います。 
【第２次申込】には払込金受領証が必要です。 

【第２次申込】 
受講申込書と払込金受領証（コピー）を本学更新講習係に郵送します。 
  【第１次申込】を行ってから７日以内に届くように郵送してください。 

講習開講のお知らせ 
大学より、講習開講のお知らせがメール配信されます。 

講習受講 
履修認定試験 

開講日に受講し、履修認定試験を受けます。 
当日は写真票をお持ちください。 

事後アンケート入力 システム上で事後アンケートを入力します。 

成績確認 システム上で受講した講習の成績を確認します。 

履修証明書受理 履修証明書が郵送されます。 

受講の流れ 「福岡共同・教員免許状更新講習システム」 
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７．受講者の心得 

【携行品について】 

(１)写真票、筆記用具のほかに、講習の内容によって必要なものを「開設講習一覧」にて

確認し、持参してください。（※上履きは必要ありません。） 

(２)携帯電話、その他アラームが鳴るものは、受講中はマナーモードにするか、電源をお

切りください。 

【遅刻・退室・早退等について】 

遅刻、早退及び受講中の一時退室等は、原則として認められませんので、ご注意くださ

い。 

【履修認定について】 

(１) 各講習の履修認定は、「開設講習一覧」に記載の認定方法により行います。 

(２) 履修認定試験にあたっては、試験監督（開設講習の講師）の指示に従ってください。

指示に従わなかったり、又は不正行為があった場合は試験を停止し、講習受講を無効

とします。 

【その他の注意事項】 

(１)本学キャンパス内は禁煙です。受講の際には、ご理解・ご協力をいただくとともに、

近隣へのご配慮をたまわりますようお願いいたします。 

(２)本学にお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。 

(３)定期運行している交通機関の事故、災害の発生等の不測の事態が発生した場合は、大

学の判断により、開始時刻の繰り下げ等の措置を取ることがあります。 

(４)講習会場付近には、食堂等があまりございませんので、昼食は各自でご用意ください。 

(５)受講申し込み後の講習の変更は、原則として認められませんのでご注意ください。 

(６)教員免許状更新講習の主催者として、教員免許状更新講習のための保険には加入しま

せんので、傷害保険等の加入は、受講者各人の判断により対応願います。 

 

８．受講者による事後評価 

教育職員免許法等に定める教員免許状更新講習では、講習終了後に、講習の運営状況、

効果等について事後評価を行うことが求められています。受講終了後１週間以内に、講習

毎に「福岡共同・教員免許状更新講習システム」から必ず事後評価を実施してください。

この事後評価を行わないと「履修証明書」は発行されません。 

なお、事後評価はシステムから行いますが、実施者の氏名は特定できないようになって

おりますので、ご安心ください。また、事後評価の結果は、文部科学省から公表されるこ

とになっています。 

 

９．履修証明書の発行時期について 

    各講習の履修認定試験において、合格基準に達した方には、当該講習の「履修証明書」

を９月末日までに本人宛に送付いたします。 

 

10．受講者の個人情報の取り扱い 

     受講希望者の方から提出された受講申込書等により取得する個人情報については、教員

免許更新に関わる業務を行うために利用するものであり、他の目的での利用又は第三者へ

提供することはありません。 
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11．開設講習一覧 

 

【選択領域】教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項 

 

講習名 「連携」の視点からみた英語教育の今日的課題 時間数 6 時間 

開催日 2010（平成 22）年 8月 17 日 火曜日 受講人数 20 名 

対象職種 教諭 

主な対象者 中学校・高等学校「英語科」教諭・小学校教諭 
認定番号 

平 22-30550- 

64007 号 

講師 英語学科 教授  阿部 弘 

英語学科 教授  Malcolm R. Swanson 

英語学科 教授  山本 廣基 

講習概要 小学校英語の必修化への動きと共に小・中・高・大の連携の視点が求められ

る。本講座では、 

① 現場で役立つ立体的音声指導 

② Online Tools for Language Teachers 

③ Activating the English Speaker 

④ 英語学習を支える学習動機と学習方略 

等を課題にする。先生方の日々の教育活動から得た知見も交えて現場の問題点

を探りながら授業活性化の方策を共に探りたい。  

講習日程 8:30- 8:40   受付 

8:45- 8:55   オリエンテーション 

1 時限   9:00-10:30   現場で役立つ立体的発音指導（阿部 弘） 

2 時限 10:40-12:10   Online Tools for Language Teachers 

                          （Malcolm R. Swanson） 

3 時限 13:00-14:30  Activating the English Speaker 

                          （Malcolm R. Swanson） 

4 時限 14:40-16:10   英語学習を下支えする学習動機と学習方略 

（山本 廣基）  

履修認定の

方   法 

履修認定の方法は、各講習時間の最後に「筆記試験」を実施し、合計 60 点以

上を合格とする。 

※２コマの講習を担当している教員については、２コマ目の最後に実施。 

必要物品 英和辞書（電子辞書でも可）、筆記用具等 

備考 ※注）受講対象者は中学校、高等学校の英語科担当の教員を中心に想定してお

りますが、小学校の外国語活動（英語）の指導について充実を考える意欲のあ

る小学校教員も受け入れます。 
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【選択領域】教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項 

 

講習名 子どもをとりまく健康問題と健康教育 時間数 6 時間 

開催日 2010（平成 22）年 8月 17 日 火曜日 受講人数 20 名 

対象職種 養護教諭 

主な対象者 養護教諭 
認定番号 

平 22-30550- 

64008 号 

講師 学長（教授）     植田 浩司 

看護学科 教授     飯野 英親 
福祉学科 教授    平田 健太郎 

福祉学科 准教授  吉田 あや子 

講習概要 近年、子どもの健康問題は複雑多様化し、学校においては人間関係に起因す

る心の健康問題や感染症等が社会問題化しており、保健室や養護教諭に迅速・

適切な対応が求められている。本講座では、これらの健康問題に対する判断力・

対応力・指導力等の養護教諭の力量を高めるための知識や理論を学び、子ども

の健康支援の方法や病児の家族・医療機関等との連携について、健康教育の視

点から受講者とともに次のテーマで考えて行きたい。 

① 子どもの健康問題と学校保健・安全 

② 感染症の現状と予防 

③ 学童期・思春期のメンタルヘルス 

④ しょうがいを有する子どもと両親のヘルスニーズとアセスメント 

講習日程 8:30- 8:40   受付 

8:45- 8:55   オリエンテーション 

1 時限  9:00-10:30  子どもの健康問題と学校保健・安全（吉田 あや子） 

2 時限 10:40-12:10   感染症の現状と予防（植田 浩司）  

3 時限 13:00-14:30   学童期・思春期のメンタルヘルス（平田 健太郎） 

4 時限 14:40-16:10   しょうがいを有する子どもと両親のヘルスニーズと 

アセスメント（飯野 英親） 

履修認定の 

方   法 

履修認定の方法は、各講習時間の最後に「筆記試験」を実施し、合計 60 点以上

を合格とする。 

必要物品 なし 

 

備考 養護活動の実践資料等を可能であればお持ちください。（１時限目に活用しま

す。） 
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【選択領域】教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項 

 

講習名 食育－食生活と健康、最近の食品の利点と危険性 時間数 6 時間 

開催日 2010（平成 22）年 8月 18 日 水曜日 受講人数 20 名 

対象職種 教諭・養護教諭 

主な対象者 全教員 
認定番号 

平 22-30550- 

64009 号 

講師 栄養学科   教授 外山 健二 

生活創造学科 講師 田代 幸寛 

講習概要 現在、食育は、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎とな

るべきものと位置付けられ、児童・生徒の心身の成長及び人格の形成、生涯に

わたっての健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育むために重要とされてい

る。本講習では、 

① 現在の日本の食の現状と食育の重要性 

② 児童・生徒の成長・発達に応じた食育のあり方 

③ 最近の食品の持つ正の側面としての「生体に対する栄養機能性」と負の側面

である「食品の危険性」 

などの点について学ぶ。 

講習日程 8:30 -8:40   受付 

8:45 -8:55   オリエンテーション 

1 時限  9:00-10:30  現在の日本の食の現状と食育の重要性（外山 健二） 

2 時限 10:40-12:10  児童の発達過程に応じた食育のあり方（外山 健二） 

3 時限 13:00-14:30  食品の正の側面としての「生体に対する栄養機能性」 

（田代 幸寛） 

4 時限 14:40-16:10  食品の負の側面である「食品の危険性」（田代 幸寛） 

履修認定の

方   法 

午前の試験は 2限の最後の 20分、午後の試験は 4限の最後の 20 分に筆記試験

を実施し、合計 60 点以上を合格とする。 

必要物品 なし 

 

備考 なし 
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１２．交通案内 

 

 
 
 

【ＪＲ・バス利用】 

小倉駅南口下車／西鉄バス「小倉駅バスセンター４番のりば」から２５・２７・２８

番系統乗車（清水経由約３０分） 

南小倉駅下車／西鉄バス「南小倉駅前」から２５・２７・２８番系統乗車（清水経由

約１０分） 

戸畑駅南口下車／西鉄バス「戸畑駅」から２５・２７・２８・７３・８３番系統乗車

（一枝経由約２０分） 

いずれも「西南女学院下」下車 

 

【タクシー利用】 

小倉駅・戸畑駅ともに本学まで約２０分、1,400円程度、南小倉駅は約１０分、700 円

程度 
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西南女学院大学 

西南女学院大学短期大学部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 

西南女学院大学 庶務課「更新講習係」 

〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀１－３－５ 

電 話 ０９３－５８３－５１３０  ＦＡＸ ０９３－５９２－４２８７ 

E-mail koushin@seinan-jo.ac.jp 

（窓口取扱時間＝平日 9:00～11:10 12:10～16:50） 

 

 

 

 

 

 西南女学院は、１９２２（大正１１）年に、米国南部バプテスト海

外伝道局の宣教師たちにより、日本の女子高等教育のために設

立されました。 

  本学の建学の精神は、キリスト教信仰に基づく「感恩奉仕」と

いう言葉であらわされています。神の恩寵の中に生かされている

ことへの感謝を意味する「感恩」 と隣人への愛を意味する「奉

仕」を学院教育の基盤として、神に仕え、人に仕える人間形成を

目指すことにより、心ゆたかな人間を育成する人間教育の実践

をしています。 

 


